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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表面特徴を備えるディスプレイと、
　　グラフィックデータを含むディスプレイ信号を受信し、
　　前記グラフィックデータに対応しない少なくとも１つの表面特徴を備えるスキンが前
記ディスプレイの表面上に配置されたという指示を受信し、前記スキンに関係付けられる
一意の識別子に対応する信号を受信し、前記少なくとも１つの表面特徴の場所に関係付け
られた信号をデータ記憶部から受信することにより、前記ディスプレイ上の前記表面特徴
の場所を決定し、
　　前記表面特徴の前記場所の少なくとも一部に基づいて、前記スキンの前記表面特徴に
よる前記グラフィックデータの歪みを最小化するように前記ディスプレイ信号を変換し、
且つ変換された前記ディスプレイ信号を表示させるように構成されるプロセッサと
　を備えることを特徴とするシステム。
【請求項２】
　前記ディスプレイが、タッチスクリーンを備えることを特徴とする、請求項１に記載の
システム。
【請求項３】
　前記ディスプレイが、反射面を備えることを特徴とする、請求項１に記載のシステム。
【請求項４】
　前記反射面が、プロジェクタスクリーン、床、壁、スポーツ場、建物、机、テーブル表
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面、又は人体の１つを含むことを特徴とする、請求項３に記載のシステム。
【請求項５】
　前記表面特徴が、溝部、隆起部、又は湾曲部を含むことを特徴とする、請求項１に記載
のシステム。
【請求項６】
　前記ディスプレイ信号を変換することが、輝度、色相、コントラスト、解像度、彩度、
画像ワーピング、及び鮮明さの１つ以上を調節することを含むことを特徴とする、請求項
１に記載のシステム。
【請求項７】
　前記ディスプレイ信号が、複数の画素に関係付けられるデータを含むことを特徴とする
、請求項１に記載のシステム。
【請求項８】
　前記ディスプレイ信号を変換することが、前記表面特徴の前記場所に対応する画素を変
換することを含むことを特徴とする、請求項７に記載のシステム。
【請求項９】
　グラフィックデータを含むディスプレイ信号を受信するステップと、
　ディスプレイの表面特徴の場所を決定するステップと、
　前記表面特徴の前記場所の少なくとも一部に基づいて、前記表面特徴による前記グラフ
ィックデータの歪みを最小化するように前記ディスプレイ信号を変換するステップと、
　変換された前記ディスプレイ信号を表示させるステップと
　を備え、
　前記ディスプレイの表面特徴の場所を決定するステップが、
　前記グラフィックデータに対応しない少なくとも１つの表面特徴を備えるスキンが前記
ディスプレイの表面上に配置されたという指示を受信するステップと、
　前記スキンに関係付けられる一意の識別子に対応する信号を受信するステップと、
　前記少なくとも１つの表面特徴の前記場所に関係付けられた信号をデータ記憶部から受
信するステップと
　を備えることを特徴とする方法。
【請求項１０】
　前記一意の識別子が、磁気識別子、バーコード、又はＲＦＩＤタグの１つ以上を含むこ
とを特徴とする、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　ディスプレイの表面特徴の場所を決定するステップが、ディスプレイの表面特徴を検出
するように構成されるセンサから信号を受信するステップを備えることを特徴とする、請
求項９に記載の方法。
【請求項１２】
　前記ディスプレイの表面特徴の場所を決定するステップが、前記ディスプレイ上の所定
の場所に表面特徴を生成するように構成される触覚基板に信号を送信することを備えるこ
とを特徴とする、請求項９に記載の方法。
【請求項１３】
　前記ディスプレイが、タッチスクリーンを備えることを特徴とする、請求項９に記載の
方法。
【請求項１４】
　前記ディスプレイが、反射面を備えることを特徴とする、請求項９に記載の方法。
【請求項１５】
　前記反射面が、プロジェクタスクリーン、床、壁、スポーツ場、建物、机、テーブル表
面、又は人体の１つを含むことを特徴とする、請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　前記表面特徴の場所を決定するステップが、前記表面特徴に関係付けられる信号を受信
することを備えることを特徴とする、請求項９に記載の方法。



(3) JP 5843436 B2 2016.1.13

10

20

30

40

50

【請求項１７】
　前記表面特徴に関係付けられる前記信号が、前記ディスプレイの前記表面を走査するよ
うに構成されるセンサから受信されることを備えることを特徴とする、請求項１６に記載
の方法。
【請求項１８】
　前記表面特徴に関係付けられる前記信号が、データ記憶部から受信されることを備える
ことを特徴とする、請求項１６に記載の方法。
【請求項１９】
　前記ディスプレイ信号を変換することが、輝度、色相、コントラスト、解像度、彩度、
画像ワーピング、及び鮮明さの１つ以上を調節することを含むことを特徴とする、請求項
９に記載の方法。
【請求項２０】
　前記ディスプレイ信号が、複数の画素に関係付けられるデータを含むことを特徴とする
、請求項９に記載の方法。
【請求項２１】
　前記ディスプレイ信号を変換することが、前記表面特徴の前記場所に対応する前記画素
を変換することを含むことを特徴とする、請求項２０に記載の方法。
【請求項２２】
　実行可能プログラムコードが符号化されるコンピュータ可読媒体であって、
　グラフィックデータを含むディスプレイ信号を受信するプログラムコードと、
　前記グラフィックデータに対応しない少なくとも１つの表面特徴を備えるスキンがディ
スプレイの表面上に配置されたという指示を受信し、前記スキンに関係付けられる一意の
識別子に対応する信号を受信し、前記少なくとも１つの表面特徴の場所に関係付けられた
信号をデータ記憶部から受信することにより、前記ディスプレイの表面特徴の場所を決定
するプログラムコードと、
　前記表面特徴の前記場所の少なくとも一部に基づいて、前記スキンの前記表面特徴によ
る前記グラフィックデータの歪みを最小化するように前記ディスプレイ信号を変換するプ
ログラムコードと、
　変換された前記ディスプレイ信号を表示させるプログラムコードと
　を備えることを特徴とするコンピュータ可読媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般に、ディスプレイシステムに関し、より詳細には、ディスプレイの表面
特徴によって引き起こされる視覚的な歪みを補償するシステム及び方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　あらゆる種類の装置においてタッチスクリーンを使用することは、一般的になってきて
いる。従来のタッチスクリーンは、平坦な表面を有する。しかし、多くのタッチスクリー
ンは、表面特徴を加えることによってもたらされる触覚フィードバックから利益を享受し
得る。こうした表面特徴は、ディスプレイ上の画像の歪みをもたらし得る。よって、ディ
スプレイの表面特徴によって引き起こされる視覚的な歪みを補償するシステム及び方法に
対する要求がある。
【発明の概要】
【０００３】
　本発明の実施形態は、ディスプレイの表面特徴によって引き起こされる視覚的な歪みを
補償するシステム及び方法を提供する。例えば、一実施形態は、１つ以上の表面特徴を備
えるディスプレイと、グラフィックデータを備えるディスプレイ信号を受信し、表面特徴
の場所を決定し、表面特徴の場所の少なくとも一部に基づいてディスプレイ信号を変換し
、且つ変換されたディスプレイ信号を表示するように構成されるプロセッサとを備えるシ
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ステムを開示する。
【０００４】
　こうした例示の実施形態は、本発明を限定又は定義するものではなく、その理解を促進
するための例示を提供するものである。例示の実施形態は、詳細な説明の中で検討され、
本発明の更なる説明がその中で提供されている。本発明の様々な実施形態によってもたら
される利点は、本明細書を証査することでさらに理解され得る。
【０００５】
　本発明のこうした及び他の特徴、態様、及び利点は、添付の図面を参照して以下の詳細
な説明を読むとよりよく理解される。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１】本発明の一例示によるディスプレイの表面特徴によって引き起こされる視覚的な
歪みを補償するシステムのブロック図である。
【図２】本発明の一例示によるディスプレイの表面特徴によって引き起こされる視覚的な
歪みを補償するシステムの実施形態の例示である。
【図３ａ】本発明の一例示によるディスプレイの表面特徴によって引き起こされる視覚的
な歪みを補償するシステムの断面の例示である。
【図３ｂ】本発明の一例示によるディスプレイの表面特徴によって引き起こされる視覚的
な歪みを補償するシステムの断面の例示である。
【図４】本発明の一例示によるディスプレイの表面特徴の場所を決定する方法を例示する
流れ図である。
【図５】本発明の一例示によるディスプレイの表面特徴によって引き起こされる視覚的な
歪みを補償する方法を例示する流れ図である。
【図６ａ】本発明の一例示によるディスプレイの表面特徴によって引き起こされる視覚的
な歪みを補償するシステムの例示である。
【図６ｂ】本発明の一例示によるディスプレイの表面特徴によって引き起こされる視覚的
な歪みを補償するシステムの例示である。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　本発明の実施形態は、ディスプレイの表面特徴によって引き起こされる視覚的な歪みを
補償するシステム及び方法を提供する。
【０００８】
（ディスプレイの表面特長によって引き起こされる歪みを補償する例示的な実施形態）
　本発明の一例示の実施形態は、例えば携帯電話等の携帯装置を備える。携帯装置は、タ
ッチスクリーンディスプレイを含む筐体を備える。また、携帯装置は、プロセッサ及びメ
モリを備える。プロセッサは、メモリ及びタッチスクリーンディスプレイの双方と通信す
る。能動的触覚フィードバックを提供するために、例示の携帯装置は、プロセッサと通信
するアクチュエータを備える。アクチュエータは、プロセッサから触覚信号を受信し、そ
れに応じて、触覚効果を出力する。例示の実施形態では、ユーザが携帯装置と相互作用す
ると、プロセッサは、適切な触覚信号を生成して、信号をアクチュエータに送信する。次
に、アクチュエータは、適切な触覚効果を生成する。
【０００９】
　例示の実施形態では、タッチスクリーンディスプレイは、プロセッサから信号を受信し
て、グラフィカルユーザインターフェースを表示するように構成される。また、例示の装
置のタッチスクリーンは、触覚フィードバックを提供する表面特徴を備える。一実施形態
では、タッチスクリーンは、常設の又は静的な表面特徴、例えば、タッチスクリーンの表
面に切り込まれた溝を備えてもよい。他の実施形態では、ユーザが、タッチスクリーンの
表面上に静的表面特徴を備える取り外し可能スキンを配置してもよい。さらに他の実施形
態では、ユーザが携帯装置を落として、表面特徴が引っかき傷の形態に至る場合がある。
さらに他の実施形態では、ディスプレイは、装置の機能又はユーザの必要性に従って表面
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特徴を変更し得る変形可能又は「スマート」材料から製造されてもよい。
【００１０】
　例示の実施形態では、静的表面特徴は、タッチスクリーンの上昇部又は下降部によって
形成される。こうした上昇部又は下降部は、タッチスクリーンと相互作用するときにユー
ザが感じるであろう隆起部と谷部を形成する。幾つかの実施形態では、こうした隆起部及
び谷部は、ユーザが認識する模様を形成してもよい。例えば、例示の装置では、タッチス
クリーンは、ＱＷＥＲＴＹキーボードの文字及び数字を形成する表面特徴を備える。幾つ
かの実施形態では、タッチスクリーンによって表示されるグラフィカルユーザインターフ
ェースは、タッチスクリーンの表面上の表面特徴に対応するキーボードを備える。例えば
、ディスプレイ上に対応する仮想ＱＷＥＲＴＹキーボードが示されると同時に、タッチス
クリーンディスプレイ上の表面特徴は、ＱＷＥＲＴＹキーボードを形成してもよい。他の
実施形態では、ディスプレイ上に示される画像は、表面特徴に対応しない。例えば、ディ
スプレイがユーザ定義の背景画像を示しながら、表面特徴は、ＱＷＥＲＴＹキーボードを
形成してもよい。幾つかの実施形態では、こうした谷部及び隆起部は、タッチスクリーン
の表面に常設として適用される。他の実施形態では、表面特徴を備えるスキンが、タッチ
スクリーン上に配置される。
【００１１】
　例示の実施形態では、タッチスクリーンは、動的表面特徴をさらに備えてもよい。この
ような実施形態では、プロセッサは、動的表面特徴の形状、深さ、高さ、又は他の特性を
制御する。幾つかの実施形態では、動的表面特徴は、可撓性ディスプレイの下に配置され
る触覚基板によって実装されてもよい。このような実施形態では、触覚基板は、上方又は
下方に曲がって、可撓性ディスプレイの表面に動的隆起部又は谷部を形成してもよい。
【００１２】
　表面特徴は、ディスプレイよって出力される画像を歪ませ得る。よって、ディスプレイ
の表面特徴によって引き起こされる視覚的な歪みを補償するシステム及び方法に対する要
求がある。例示の実施形態では、プロセッサが表面特徴の場所を決定する。例えば、プロ
セッサは、表面特徴の場所を検出するように構成されるセンサからセンサ信号を受信して
もよい。別の実施形態では、プロセッサは、表面特徴の場所を決定するためにデータ記憶
部にアクセスしてもよい。別の実施形態では、プロセッサは、動的表面特徴を制御して、
表面特徴の座標を既に記憶していてもよい。また、プロセッサは、ディスプレイ信号を受
信して、表面特徴の場所の少なくとも一部に基づいてディスプレイ信号を変換する。例え
ば、プロセッサは、信号の輝度、色相、コントラスト、解像度、彩度、鮮明さ、又は画像
ワーピングを変更することによりディスプレイ信号を変換してもよい。プロセッサは、デ
ィスプレイ信号の全体を変換し、又は表面特徴の場所に対応するディスプレイ信号の一部
のみを変換してもよい。最後に、プロセッサは、変換されたディスプレイ信号が表示され
るようにする。変換は、表面特徴によって引き起こされる歪みを補償する。よって、変換
されたディスプレイ信号が出力されると、ユーザにとって歪みがあまり見えなくなる。
【００１３】
　この例示は、本明細書で検討される主題の概略を読者に紹介するために与えられている
。本発明は、この例示に限定されない。以下の部分には、ディスプレイの表面特徴によっ
て引き起こされる歪みを補償する方法及びシステムの様々な追加の実施形態及び例示が記
載されている。
【００１４】
（ディスプレイの表面特長によって引き起こされる歪みを補償する例示的なシステム）
　次に図面を参照するが、複数の図面を通じて同じ番号は同じ要素を示しており、図１は
、本発明の一例示によるディスプレイの表面特徴によって引き起こされる視覚的な歪みを
補償するシステムのブロック図である。図１に示されるように、システム１００は、例え
ば携帯電話、ＰＤＡ（ｐｏｒｔａｂｌｅ　ｄｉｇｉｔａｌ　ａｓｓｉｓｔａｎｔ）、携帯
型メディアプレーヤ、又は携帯型ゲーム機等の携帯装置１０２を備える。携帯装置１０２
は、プロセッサ１１０を備える。プロセッサ１１０は、ＲＡＭ（ｒａｎｄｏｍ　ａｃｃｅ
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ｓｓ　ｍｅｍｏｒｙ）を含み得る、例えばメモリ１１２等の１つ以上のコンピュータ可読
媒体を含み又はそれらと通信する。また、プロセッサ１１０は、ネットワークインターフ
ェース１１４、表面特徴１１７を備えるディスプレイ１１６、アクチュエータ１１８、及
びスピーカ１２０とも通信する。プロセッサ１１０は、ディスプレイ１１６を介してユー
ザに表示されるグラフィカルユーザインターフェースを生成するように構成される。
【００１５】
　本発明の実施形態は、デジタル電子回路、コンピュータハードウェア、ファームウェア
、及びソフトウェアと共に実装され得、又はそれらの組み合わせを備えてもよい。図１に
示される携帯装置１０２は、入力信号を受信するプロセッサ１１０を備えており、通信、
表示、及び触覚フィードバックを提供するために信号を生成する。また、プロセッサ１１
０は、ＲＡＭ（ｒａｎｄｏｍ　ａｃｃｅｓｓ　ｍｅｍｏｒｙ）を含み得る、例えばメモリ
１１２等の１つ以上のコンピュータ可読媒体を含み又はそれらと通信する。
【００１６】
　プロセッサ１１０は、メモリ１１２に記憶されるコンピュータ実行可能プログラム命令
を実行するように構成される。例えば、プロセッサ１１０は、触覚フィードバックを伝達
し又は生成するために１つ以上のコンピュータプログラムを実行してもよい。プロセッサ
１１０は、マイクロプロセッサ、ＤＳＰ（ｄｉｇｉｔａｌ　ｓｉｇｎａｌ　ｐｒｏｃｅｓ
ｓｏｒ）、ＡＳＩＣ（ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ｉｎｔｅｇｒａｔｅ
ｄ　ｃｉｒｃｕｉｔ）、１つ以上のＦＰＧＡ（ｆｉｅｌｄ　ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　
ｇａｔｅ　ａｒｒａｙ）、又は状態マシンを備えてもよい。プロセッサ１１０は、例えば
、ＰＬＣ（Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ ｌｏｇｉｃ ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ）、ＰＩＣ（ｐ
ｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ｉｎｔｅｒｒｕｐｔ　ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ）、ＰＬＤ（ｐｒ
ｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ｌｏｇｉｃ　ｄｅｖｉｃｅ）、ＰＲＯＭ（ｐｒｏｇｒａｍｍａｂ
ｌｅ　ｒｅａｄ－ｏｎｌｙ　ｍｅｍｏｒｙ）、ＥＰＲＯＭ又はＥＥＰＲＯＭ（ｅｌｅｃｔ
ｒｏｎｉｃａｌｌｙ　ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ｒｅａｄ－ｏｎｌｙ　ｍｅｍｏｒｙ）
、又は他の類似の装置等のプログラム可能電子装置をさらに備えてもよい。
【００１７】
　メモリ１１２は、プロセッサ１１０によって実行されると、プロセッサに例えば本明細
書に記載したような様々なステップを実行させるコンピュータ可読媒体を備える。コンピ
ュータ可読媒体の実施形態は、限定されないが、電子、光学、磁気、若しくは他の記憶装
置、又はプロセッサ１１０にコンピュータ可読命令を提供可能な送信装置を備えてもよい
。他の例示の媒体は、限定されないが、フロッピー（登録商標）ディスク、ＣＤ－ＲＯＭ
、磁気ディスク、メモリチップ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、ＡＳＩＣ、構成プロセッサ、全ての光
学媒体、全ての磁気テープ若しくは磁気媒体、又はコンピュータプロセッサが読取り可能
な任意の他の媒体を含む。さらに、様々な他の装置は、例えばルータ、プライベート若し
くはパブリックネットワーク、又は他の送信装置等のコンピュータ可読媒体を含んでもよ
い。プロセッサ１１０及び記載された処理は、１つ以上の構造であってもよく、１つ以上
の構造に分散されてもよい。
【００１８】
　プロセッサ１１０は、ネットワークインターフェース１１４と通信する。ネットワーク
インターフェース１１４は、例えば赤外線、無線、Ｗｉ－Ｆｉ又はセルラネットワーク通
信等の１つ以上の携帯型通信の方法を備えてもよい。他の変形では、ネットワークインタ
ーフェース１１４は、例えばイーサネット（登録商標）等の有線ネットワークインターフ
ェースを備える。携帯装置１０２は、例えばセルラネットワーク及び／又はインターネッ
ト等のネットワークを介して他の装置（図１には図示せず）とデータを交換するように構
成される。装置間で交換されたデータの実施形態は、音声メッセージ、テキストメッセー
ジ、又は他の形態のメッセージを含んでもよい。
【００１９】
　図１に示された実施形態では、プロセッサ１１０は、ディスプレイ１１６とも通信する
。ディスプレイ１１６は、プロセッサ１１０からの出力をユーザに表示するように構成さ
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れる。幾つかの実施形態では、プロセッサ１１０は、ディスプレイ１１６に示されるユー
ザインターフェースの図形表示と関連付けられる信号を生成するように構成される。ディ
スプレイ１１６は、多くの異なる種類の構成要素を備えてもよい。例えば、一実施形態で
は、携帯装置１０２は、ＬＣＤ（ｌｉｑｕｉｄ　ｃｒｙｓｔａｌ　ｄｉｓｐｌａｙ）を備
える。幾つかの実施形態では、ディスプレイ１１６は、タッチスクリーンを備える。幾つ
かの実施形態では、ディスプレイ及びタッチスクリーンは、例えばタッチスクリーンＬＣ
Ｄ等の、単一の統合された構成要素を備える。
【００２０】
　幾つかの実施形態では、ディスプレイ１１６は、ユーザとの相互作用を検出して、その
ユーザとの相互作用に対応する信号をプロセッサ１１０に送信するように構成されるタッ
チスクリーンをさらに備える。次に、プロセッサ１１０は、受信した信号を使用して、デ
ィスプレイ１１６に表示されたグラフィカルユーザインターフェースを変更する。よって
、ユーザは、ディスプレイ１１６上の仮想オブジェクトと相互作用し得る。例えば、ディ
スプレイ１１６は、仮想キーボードを備えてもよい。ユーザが仮想キーボードのキーと相
互作用すると、タッチスクリーンは、その相互作用に対応する信号をプロセッサ１１０に
送信する。こうした信号に基づいて、プロセッサ１１０は、ユーザが仮想キーボードの所
定のキーを押したことを判断してもよい。一例示として、ユーザは、この機能性を利用し
て、テキストメッセージ又は他のテキスト文書を入力してもよい。他の実施形態では、タ
ッチスクリーンは、例えばステレオ制御部、地図機能、仮想メッセージオブジェクト、又
は他の種類のグラフィカルユーザインターフェース等の他の仮想オブジェクトとユーザが
相互作用出来るようにしてもよい。よって、ディスプレイ１１６と組み合わせることで、
タッチスクリーンは、ユーザがグラフィカルユーザインターフェースの内容と直接的に相
互作用することを可能にする。
【００２１】
　幾つかの実施形態では、図１には示されないが、ディスプレイは、反射面を備えてもよ
い。このような実施形態では、プロセッサ１１０は、画像をディスプレイ上に投影するプ
ロジェクタに通信可能に接続される。このような実施形態では、反射面は、例えば、プロ
ジェクタスクリーン、床、壁、スポーツ場、又は人体を含んでもよい。このような実施形
態では、反射面は、表面特徴をさらに備える。例えば、プロジェクタスクリーンは、折り
畳みの形態の表面特徴を備えてもよい。別の例示では、煉瓦壁は、煉瓦の間の継ぎ目によ
って形成される表面特徴を備えてもよい。他の実施形態では、反射面は、建物、机、テー
ブル面又は何らかの他の反射面であってもよい。
【００２２】
　ディスプレイ１１６は、その表面を少なくとも部分的に覆う表面特徴１１７を備える。
表面特徴１１７は、ディスプレイ１１６の表面の上昇部又は下降部によって形成される。
こうした上昇部又は下降部は、ディスプレイ１１６と相互作用するときにユーザが感じる
隆起部と谷部を形成する。隆起部及び谷部は、ユーザが認識する形状を形成してもよい。
例えば、一実施形態では、表面特徴は、ＱＷＥＲＴＹキーボード構成に配置される文字及
び数字の形態を採用してもよい。他の実施形態では、表面特徴は、他の形状、例えば、グ
リッド又は渦巻を形成してもよい。
【００２３】
　幾つかの実施形態では、表面特徴１１７は、ディスプレイ１１６の表面に常設として適
用されてもよい。他の実施形態では、ユーザは、表面特徴１１７を備える取り外し可能ス
キンをディスプレイ１１６の表面に適用する。このような実施形態では、ユーザは、スキ
ンを取り外して、それを異なる表面特徴を備える異なるスキンと取り替えてもよい。よっ
て、ユーザは、異なるアプリケーションに対して異なる表面特徴を適用し得る。携帯装置
１０２は、ディスプレイ１１６上の表面特徴１１７の場所に関するデータを備えるデータ
記憶部をさらに備えてもよい。幾つかの実施形態では、データ記憶部は、メモリ１２２の
一部である。プロセッサ１１０は、データ記憶部内の情報を使用して、ディスプレイ１１
６に表示されるグラフィカルユーザインターフェースを変更してもよい。例えば、プロセ
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ッサ１１０は、キーボードの形態にある表面特徴を備えるスキンに対応する仮想キーボー
ドを表示してもよい。
【００２４】
　ユーザが異なる表面特徴１１７を有する新しいスキンを適用すると、ユーザは、データ
記憶部を更新して、表面特徴１１７の変化を反映してもよい。一実施形態では、ユーザは
、携帯装置１０２の入力部の１つを使用して手動でデータ記憶部を更新してもよい。他の
実施形態では、プロセッサ１１０は、ネットワークインターフェース１１４を使用して、
表面特徴に関する情報をダウンロードしてもよい。さらに他の実施形態では、携帯装置１
０２は、ユーザがタッチスクリーンディスプレイ１１６の表面に新しいスキンを適用した
ときを検出するセンサを備えてもよい。このような実施形態では、スキンは、その表面特
徴に適合する一意の識別子を備える。例えば、スキンは、ＱＷＥＲＴＹキーボードの形態
にある表面特徴を備えてもよく、ＱＷＥＲＴＹキーボードに対応する一意の識別子をさら
に備えてもよい。ユーザがタッチスクリーンディスプレイ１１６の表面にスキンを配置す
ると、センサは、一意の識別子を検出して、その一意の識別子に対応する信号をプロセッ
サ１１０に送信する。一意の識別子は、例えば、磁気識別子、バーコード、ＲＦＩＤタグ
、又は別のセンサ可読識別子であってもよい。他の実施形態では、一意の識別子は、ユー
ザが読取ってから手動で携帯装置に入力する数字であってもよい。
【００２５】
　一旦プロセッサ１１０がスキンの一意の識別子に対応する信号を受信すると、プロセッ
サ１１０は、ディスプレイ上で表面特徴の場所を決定するためにデータ記憶部にアクセス
してもよい。例えば、ユーザがディスプレイ１１６上にＱＷＥＲＴＹキーボードの形態に
ある表面特徴を備えるスキンを配置したという指示をプロセッサ１１０が受信すると、プ
ロセッサ１１０は、表面特徴の場所を決定するためにデータ記憶部にアクセスしてもよい
。他の実施形態では、プロセッサ１１０は、ディスプレイの表面における表面特徴の場所
を検出するように構成されるセンサから信号を受信してもよい。例えば、プロセッサ１１
０は、カメラ、又はディスプレイの画像を捉えて対応する信号をプロセッサ１１０に送信
する他の光学センサに通信可能に接続されてもよい。この信号に基づいて、プロセッサ１
１０は、ディスプレイ１１６の表面特徴１１７の場所を決定してもよい。
【００２６】
　別の実施形態では、ディスプレイ１１６は、動的表面特徴を備えてもよい。このような
実施形態では、プロセッサ１１０は、ディスプレイ１１６の表面下に設置される触覚基板
の動作を制御する。このような実施形態では、ディスプレイ１１６は、可撓性材料から製
造されており、プロセッサ１１０から受信した信号に応じて、触覚基板が曲がって、隆起
部、谷部、又はディスプレイ１１６の表面にある他の特徴を形成する。幾つかの実施形態
では、触覚基板は、プラズマアクチュエータ、圧電アクチュエータ、電気活性ポリマ、微
小電気機械システム（Ｍｉｃｒｏ－Ｅｌｅｃｔｒｏ－Ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ　Ｓｙｓｔｅ
ｍ）、形状記憶合金、流体グリッド、又はガス充填セルを備えてもよい。動的表面特徴を
実装する触覚基板に関するさらなる実施形態及び応用は、２００８年１０月１７日に提出
された米国特許出願第１２／３５３，５１６号、２００７年１１月２１日に提出された米
国特許出願第１１／９４３，８６２号、及び２００９年５月７日に提出された米国特許出
願第６１／１７６，４３１号の中で検討されている。これら全ては、全体がここでの参照
によって組み込まれる。
【００２７】
　プロセッサ１１０は、グラフィックデータを備えるディスプレイ信号を受信するように
構成される。幾つかの実施形態では、グラフィックデータは、ユーザインターフェースを
備えてもよい。幾つかの実施形態では、グラフィックデータは、表面特徴１１７に対応し
てもよい。他の実施形態では、グラフィックデータは、表面特徴とは関係のない画像に対
応してもよい。
【００２８】
　プロセッサ１１０は、表面特徴１１７の場所の少なくとも一部に基づいてディスプレイ
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信号を変換するようにさらに構成される。例えば、一実施形態では、プロセッサ１１０は
、輝度、色相、コントラスト、解像度、彩度、鮮明さ、又は画像ワーピングを変更するよ
うに、ディスプレイ信号を変換してもよい。他の実施形態では、プロセッサ１１０は、画
像自体を引き伸ばし、圧縮し、又は変更してもよい。幾つかの実施形態では、プロセッサ
１１０は、ディスプレイ信号の全体を変換してもよい。他の実施形態では、プロセッサ１
１０は、表面特徴の場所に対応するディスプレイ信号の一部のみを変換してもよい。例え
ば、一実施形態では、ディスプレイ信号は、花の画像に対応するデータを含んでもよい。
このような実施形態では、ディスプレイ１１６は、ＱＷＥＲＴＹキーボードの形態にある
表面特徴を備えるスキンを含んでもよい。このような実施形態では、プロセッサは、ＱＷ
ＥＲＴＹキーボードによって遮られるであろうディスプレイ信号の一部の輝度、色相、コ
ントラスト、彩度、鮮明さ、又は画像ワーピングを調節するように、ディスプレイ信号を
変換してもよい。この変換は、表面特徴１１７によって引き起こされる歪みを最小化する
働きをしてもよい。
【００２９】
　幾つかの実施形態では、携帯装置１０２は、ユーザの視聴角度を検出するように構成さ
れるセンサ（図１には示されない）を備えてもよい。このセンサは、ユーザの視聴角度の
測定値を含む信号をプロセッサ１１０に送信してもよい。この信号の少なくとも一部に基
づいて、プロセッサ１１０は、ユーザの視聴角度によって引き起こされる歪みを低減する
ように映像信号をさらに変換する。この歪みは、ユーザのディスプレイの視界を拡大し又
は変更するディスプレイの凸部又は凹部によってもたらされるものであってもよい。幾つ
かの実施形態では、例えば、さらなるセンサが視線追跡センサを含んでもよい。このよう
な実施形態では、視線追跡センサは、ユーザのディスプレイの視界の角度が４５°傾いて
いることを示す信号をプロセッサ１１０に送信してもよい。この信号の少なくとも一部に
基づいて、プロセッサ１１０は、ユーザの視聴角度によって引き起こされるさらなる歪み
を補償するように映像信号をさらに変換する。他の実施形態では、センサは、ユーザの頭
部がディスプレイに対して向いている方向を追跡するように構成されるカメラ、赤外線、
超音波センサ、ジャイロスコープ、又は加速度計を含んでもよい。このような実施形態で
は、プロセッサは、視覚的な歪みをさらに補償するための派生視聴角度を使用してもよい
。
【００３０】
　幾つかの実施形態では、プロセッサ１１０は、一意の識別子を受信すると、表面特徴１
１７に対応するユーザインターフェースを出力することを決定してもよい。例えば、ユー
ザは、テキストメッセージを入力するときに使用されるＱＷＥＲＴＹキーボードを形成す
る表面特徴を備えるスキンを適用してもよい。別の実施形態では、ユーザは、音楽プレー
ヤアプリケーションに使用されるステレオ制御部の形態にある表面特徴を備えるスキンを
適用してもよい。別の実施形態では、ユーザは、携帯装置の計算機能に使用される数字及
び数学記号の形態にある表面特徴を備えるスキンを適用してもよい。携帯装置が動的表面
特徴を生成することが可能な実施形態では、プロセッサ１１０がディスプレイ１１６上の
画像を変更するための信号を送信すると、プロセッサ１１０はまた、信号を触覚基板に送
信してもよい。それに応じて、触覚基板は、表示された画像に対応する動的表面特徴をデ
ィスプレイ表面に生成してもよい。例えば、ディスプレイ１１６が計算機の画像を含む場
合、動的表面特徴は、数字キーパッドの形状を採用してもよい。別の例示では、ディスプ
レイ１１６が仮想ＱＷＥＲＴＹキーボードを含む場合、動的表面特徴は、仮想ＱＷＥＲＴ
Ｙキーボードの形状を採用してもよい。
【００３１】
　幾つかの実施形態では、携帯装置１０２は、例えばトラックボール、ボタン、キー、ス
クロールホイール、及び／又はジョイスティック（図１には示されない）等の入力モード
を備えてもよい。こうした追加の入力形態は、ディスプレイ１１６上のグラフィカルユー
ザインターフェースと相互作用するために使用されてもよい。
【００３２】
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　図１に示されるように、プロセッサ１１０はまた、１つ以上のアクチュエータ１１８と
も通信する。プロセッサ１１０は、触覚効果を決定して、対応する触覚信号をアクチュエ
ータ１１８に送信するように構成される。アクチュエータ１１８は、プロセッサ１１０か
ら触覚信号を受信して、触覚効果を生成するように構成される。アクチュエータ１１８は
、例えば、圧電アクチュエータ、電気モータ、電磁アクチュエータ、音声コイル、線形共
振アクチュエータ、形状記憶合金、電気活性ポリマ、ソレノイド、ＥＲＭ（ｅｃｃｅｎｔ
ｒｉｃ　ｒｏｔａｔｉｎｇ　ｍａｓｓ　ｍｏｔｏｒ）、又はＬＲＡ（ｌｉｎｅａｒ　ｒｅ
ｓｏｎａｎｔ　ａｃｔｕａｔｏｒ）であってもよい。
【００３３】
　図２は、本発明の一例示によるディスプレイの表面特徴によって引き起こされる視覚的
な歪みを補償するシステムの実施形態の例示である。システム２００の要素は、図１に示
されたシステムを参照して説明されるが、他の様々な実装が可能である。
【００３４】
　図２に示されるように、システム２００は、例えば携帯電話、ＰＤＡ（ｐｏｒｔａｂｌ
ｅ　ｄｉｇｉｔａｌ　ａｓｓｉｓｔａｎｔ）、携帯型メディアプレーヤ、又は携帯型ゲー
ム機等の携帯装置１０２を備える。携帯装置１０２は、無線ネットワークインターフェー
ス及び／又は有線ネットワークインターフェース１１４（図２には示されない）を有して
もよい。携帯装置１０２は、このネットワークインターフェースを使用して、例えばセル
ラネットワーク、イントラネット、又はインターネット等のネットワークを介して、ボイ
スメール、テキストメッセージ、及び他のデータメッセージを含む信号を送信及び受信し
てもよい。図２はハンドヘルド携帯装置として装置１０２を例示するが、他の実施形態で
は、例えばビデオゲームシステム及び／又はパーソナルコンピュータ等の他の装置が使用
されてもよい。
【００３５】
　図２に示されるように、携帯装置１０２は、タッチスクリーンディスプレイ２１６を備
える。タッチスクリーンディスプレイ２１６に加えて、携帯装置１０２は、ボタン、タッ
チパッド、スクロールホイール、ロッカスイッチ、ジョイスティック、又は他の入力形態
（図２には示されない）を備えてもよい。タッチスクリーンディスプレイ２１６は、プロ
セッサ１１０から信号を受信して、その信号に基づいて画像を出力するように構成される
。幾つかの実施形態では、タッチスクリーンディスプレイ２１６によって表示される画像
は、グラフィカルユーザインターフェースを含む。
【００３６】
　タッチスクリーンディスプレイ２１６は、ユーザとの相互作用を検出して、その相互作
用に対応する信号をプロセッサ１１０に送信するようにさらに構成される。次に、プロセ
ッサ１１０は、ユーザとの相互作用に対応するように、タッチスクリーンディスプレイ２
１６上に表示された画像を操作してもよい。よって、ユーザは、タッチスクリーンディス
プレイ２１６に表示された仮想オブジェクトと相互作用し得る。例えば、タッチスクリー
ンディスプレイ２１６は、仮想キーボードを備えてもよい。次に、ユーザが仮想キーボー
ドのキーと相互作用すると、タッチスクリーンディスプレイ２１６は、その相互作用に対
応する信号をプロセッサ１１０に送信する。この信号に基づいて、プロセッサ１１０は、
ユーザが仮想キーボードの所定のキーを押したと判断するであろう。ユーザは、このよう
な実施形態を使用して、例えば、テキストメッセージ又は他のテキスト文書を入力しても
よい。他の実施形態では、タッチスクリーンディスプレイ２１６は、例えばステレオ制御
部、地図機能、仮想メッセージオブジェクト、又は他の種類の仮想ユーザインターフェー
ス等の他の仮想オブジェクトとユーザが相互作用出来るようにしてもよい。
【００３７】
　タッチスクリーンディスプレイ２１６は、表面特徴１１７を備える。こうした表面特徴
は、タッチスクリーンディスプレイ２１６の上昇部又は下降部によって形成される。こう
した上昇部又は下降部は、タッチスクリーンディスプレイ２１６の通常の平面上に感じ取
ることが出来る谷部と隆起部を形成する。図２に示される実施形態では、表面特徴１１７



(11) JP 5843436 B2 2016.1.13

10

20

30

40

50

は、タッチスクリーンディスプレイ２１６を覆うグリッドを形成する。他の実施形態では
、表面特徴は、ＱＷＥＲＴＹキーボード、ステレオ制御部、計算機の数字及び記号、又は
何らかの他の模様を形成してもよい。
【００３８】
　幾つかの実施形態では、谷部及び隆起部は、タッチスクリーンディスプレイ２１６が製
造されるときに形成されてもよい。このような実施形態では、表面特徴１１７は常設であ
る。他の実施形態では、ユーザは、谷部又は隆起部を備えるスキンをタッチスクリーンデ
ィスプレイ２１６の表面に設置する。このような実施形態では、ユーザは、スキンを変更
することによってタッチスクリーンディスプレイ２１６の表面特徴を変更し得る。よって
、ユーザは、異なるアプリケーションに対して異なる表面特徴を備える複数のスキンを有
してもよい。例えば、ユーザは、テキストメッセージングアプリケーションにＱＷＥＲＴ
Ｙキーボードを形成する表面特徴を備えるスキンを適用してもよい。次に、ユーザが携帯
装置を携帯型音楽プレーヤとして使用することを望む場合、ユーザは、ステレオ制御部の
形態にある表面特徴を備えるスキンを適用してもよい。幾つかの実施形態では、表面特徴
は、ディスプレイ２１６上に動的表面特徴を生成するようにプロセッサ１１０によって制
御される触覚基板によってもたらされるものである。このような実施形態では、プロセッ
サ１１０は、ディスプレイ信号に対応するように表面特徴を制御することが出来る。例え
ば、一実施形態では、プロセッサ１１０は、ディスプレイ２１６上にステレオ制御部を備
えるグラフィカルユーザインターフェースを生成するディスプレイ信号を送信してもよい
。このような実施形態では、プロセッサ１１０は、触覚基板に動的表面特徴をディスプレ
イ２１６上に生成させる信号を、触覚基板にさらに送信してもよい。
【００３９】
　図３ａ及び３ｂは、本発明の一例示によるディスプレイの表面特徴によって引き起こさ
れる視覚的な歪みを補償するシステムの断面の例示である。図３ａ及び３ｂに示される実
施形態は、携帯装置３００の断面図を含む。携帯装置３００は、ＬＣＤディスプレイ３０
２を備える。ＬＣＤディスプレイ３０２の上部に配置されているのがタッチスクリーン３
０４である。他の実施形態では、ＬＣＤディスプレイ３０２及びタッチスクリーン３０４
は、例えばタッチスクリーンＬＣＤディスプレイ等の、単一の統合された構成要素を含ん
でもよい。
【００４０】
　タッチスクリーン３０４は、通常の平面３０８を備える。表面特徴３０６は、タッチス
クリーン３０４の少なくとも一部を覆う。図３ａに示される一実施形態では、表面特徴は
、谷部３０６ａ及び３０６ｂによって形成される。図３ｂに示される別の実施形態では、
表面特徴は、隆起部３０６ｃ及び３０６ｄによって形成される。他の実施形態では、表面
特徴は、隆起部及び谷部の組み合わせを含んでもよい（図示せず）。さらに他の実施形態
では、ディスプレイ自体の湾曲が、表面特徴を形成してもよい。
【００４１】
　ユーザがタッチスクリーン３０８を横切って指をドラッグすると、表面特徴３０６は、
ユーザに指の場所の指示を提供する。幾つかの実施形態では、表面特徴３０６は、文字又
は数字を形成してもよい。こうした文字又は数字は、ＱＷＥＲＴＹキーボード構成又は計
算機の構成に配置されてもよい。他の実施形態では、表面特徴３０６は、グリッド、ウェ
ブ、又はスパイラル構成を形成してもよい。
【００４２】
（ディスプレイの表面特長によって引き起こされる歪みを補償する例示的な方法）
　図４は、本発明の一例示によるディスプレイの表面特徴の場所を決定する方法を例示す
る流れ図である。
【００４３】
　方法４００は、少なくとも１つの表面特徴１１７を備えるスキンがディスプレイ１１６
の表面上に配置されたという指示をプロセッサ１１０が受信すると開始する（４０２）。
幾つかの実施形態では、ディスプレイ１１６はタッチスクリーンをさらに備え、プロセッ
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サ１１０はタッチスクリーンディスプレイ１１６から指示を受信する。例えば、タッチス
クリーンは、スキンを検出して、プロセッサ１１０に対応する信号を送信してもよい。別
の実施形態では、ユーザは、タッチスクリーンを介して指示を入力してもよい。他の実施
形態では、携帯装置は、ユーザがディスプレイ１１６の表面上にスキンを配置したことを
検出する別のセンサを備えてもよい。このセンサは、例えば、バーコード読取機、カメラ
センサ、ＲＦＩＤ読取機、電磁読取機、又は他の何らかの読取機の１つ以上であってもよ
い。
【００４４】
　表面特徴は、ユーザが認識可能な形状を形成してもよい。例えば、一実施形態では、表
面特徴は、ＱＷＥＲＴＹキーボード構成に編成される文字及び数字の形態を採用してもよ
い。他の実施形態では、表面特徴は、グリッド、渦巻、又は何らかの他の模様を形成して
もよい。ユーザは、スキンを取り外して、それを異なる表面特徴を備える新しいスキンと
取り替えてもよい。よって、ユーザは、異なるアプリケーションに対してディスプレイ１
１６の表面に異なる表面特徴を配置する選択肢を有する。
【００４５】
　次に、プロセッサ１１０は、スキンに関係付けられる一意の識別子に対応する信号を受
信する（４０４）。幾つかの実施形態では、一意の識別子は、スキン上の番号であっても
よい。このような実施形態では、ユーザは、タッチスクリーンを介して番号を手動で入力
してもよく、それによって一意の識別子に関係付けられる信号がプロセッサ１１０に送信
される。他の実施形態では、携帯装置は、スキンに関係付けられる一意の識別子を検出す
るセンサを備えてもよい。例えば、一実施形態では、スキンは、バーコード、ＲＦＩＤ、
又は磁気ＩＤを備えてもよい。このような実施形態では、携帯装置は、一意の識別子を検
出してプロセッサ１１０に対応する信号を送信するセンサを備える。他の実施形態では、
ディスプレイ１１６は、スキンの表面特徴を自動的に検出して、プロセッサ１１０に対応
する信号を送信してもよい。他の実施形態では、プロセッサ１１０は、表面特徴の種類及
び場所を識別する情報を受信する。例えば、ユーザは、ディスプレイが投影される表面の
大きさ及び形状、例えばカラムの直径及び高さ又は壁の大きさ及び壁上の煉瓦の配置等を
入力してもよい。
【００４６】
　工程は、プロセッサ１１０が表面特徴の場所に関係付けられた信号を受信するまで続く
（４０６）。幾つかの実施形態では、プロセッサは、データ記憶部から場所を受信しても
よい。このような実施形態では、データ記憶部は、メモリ１１２と関係付けられるローカ
ルデータ記憶部であってもよい。他の実施形態では、データ記憶部は、ネットワークイン
ターフェース１１４を介してアクセスされるリモートデータ記憶部であってもよい。この
ような実施形態では、プロセッサ１１０は、一意の識別子に関係付けられる信号をネット
ワークインターフェース１１４を介してリモートデータ記憶部に送信する。次に、リモー
トデータ記憶部は、プロセッサ１１０に信号を送信するネットワークインターフェース１
１４に表面特徴に関係付けられる信号を送り返す。別の実施形態では、携帯装置は、ディ
スプレイ１１６上に動的表面特徴を生成するように構成される触覚基板を備えてもよい。
このような実施形態では、プロセッサ１１０は、ディスプレイ１１６上の特定の場所にお
いて動的表面特徴を触覚基板に生成させるように構成される信号を触覚基板に送信する。
このような実施形態では、表面特徴の場所の決定は、プロセッサ１１０によって生成され
る動的表面特徴の場所と同じ場所を使用することを含む。
【００４７】
　図５は、本発明の一例示によるディスプレイの表面特徴によって引き起こされる視覚的
な歪みを補償する方法を例示する流れ図である。
【００４８】
　方法５００は、プロセッサ１１０がグラフィックデータを備えるディスプレイ信号を受
信すると開始する（５０２）。幾つかの実施形態では、グラフィックデータは、結合され
ると画像を形成する複数の画素を備えてもよい。幾つかの実施形態では、ディスプレイ信
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号は、グラフィカルユーザインターフェースを備えてもよい。他の実施形態では、ディス
プレイ信号は、ユーザ定義画像を備えてもよい。
【００４９】
　次に、プロセッサ１１０は、ディスプレイ１１６の表面特徴の場所を決定する（５０４
）。幾つかの実施形態では、ディスプレイ１１６の表面に配置されるスキンが表面特徴を
備えてもよい。このような実施形態では、プロセッサは、図４における検討の中で参照さ
れた方法を使用して、表面特徴の場所を決定してもよい。
【００５０】
　他の実施形態では、表面特徴は、ディスプレイ１１６の表面に常設として適用されても
よい。例えば、幾つかの実施形態では、表面特徴は、ディスプレイ１１６の製造時に設置
される上昇部又は溝部を備えてもよい。別の例示では、常設の表面特徴は、ディスプレイ
１１６の表面に、ユーザが装置を落としたときに形成される引っかき傷を含んでもよい。
さらに他の実施形態では、ディスプレイは、プロジェクタが画像を出力する反射面を含ん
でもよい。このような実施形態では、反射面は、通常は湾曲した又は均一でない表面を備
えてもよい。例えば、このような表面は、煉瓦壁、床、階段室、スポーツ場、建物、机、
テーブル表面、又は人体を含んでもよい。このような実施形態では、プロセッサ１１０は
、表面特徴の場所を検出するように構成されるセンサからセンサ信号を受信してもよい。
例えば、一実施形態では、センサは、カメラ又は他の光学センサを含んでもよい。このよ
うな実施形態では、センサは、プロセッサ１１０の表面特徴の場所に対応する信号を送信
してもよい。この信号の少なくとも一部に基づいて、プロセッサ１１０は、ディスプレイ
の表面特徴の場所を決定してもよい。例えば、一実施形態では、反射面は、歩道上のベン
チを含んでもよい。このような実施形態では、光学センサがプロセッサ１１０にセンサ信
号を送信してもよい。センサ信号は、プロセッサがベンチの表面特徴の場所を決定するの
に使用するデータを含んでもよい。例えば、プロセッサは、ボルトとポストの場所を決定
してもよい。幾つかの実施形態では、表面特徴は、動的であってもよい。例えば、このよ
うな実施形態では、プロセッサは、ディスプレイ表面上に表面特徴を生成するように構成
される触覚基板に信号を送信してもよい。このような実施形態では、表面特徴の場所の決
定は、プロセッサが動的表面特徴を生成するのに使用したのと同じ場所を使用することを
含んでもよい。幾つかの実施形態では、表面特徴は、ディスプレイの表面で動いてもよい
。このような実施形態では、プロセッサは、表面特徴が動くと、表面特徴の場所を決定す
るようにさらに構成されてもよい。
【００５１】
　次に、プロセッサ１１０は、表面特徴１１７の場所の少なくとも一部に基づいてディス
プレイ信号を変換する（５０６）。例えば、一実施形態では、プロセッサ１１０は、輝度
、色相、コントラスト、彩度、鮮明さ、又は画像ワーピングを変更するように、ディスプ
レイ信号を変換してもよい。幾つかの実施形態では、プロセッサ１１０は、ディスプレイ
信号の全体を変換してもよい。他の実施形態では、プロセッサ１１０は、表面特徴１１７
の場所に対応するディスプレイ信号の一部のみを変換してもよい。例えば、一実施形態で
は、ディスプレイ信号は、花の画像に対応するデータを含んでもよい。このような実施形
態では、ディスプレイ１１６は、ＱＷＥＲＴＹキーボードの形態にある表面特徴１１７を
備えるスキンを含んでもよい。このような実施形態では、プロセッサは、ＱＷＥＲＴＹキ
ーボードが遮るであろうディスプレイ信号の一部の輝度、色相、彩度、コントラスト、鮮
明さ、又は画像ワーピングを調節するように、ディスプレイ信号を変換してもよい。この
変換は、表面特徴１１７によって引き起こされる歪みを最小化する働きをしてもよい。別
の実施形態では、ディスプレイは、反射面、例えば、歩道上のベンチを含んでもよい。こ
のような実施形態では、ディスプレイ信号は、花の画像に対応してもよい。このような実
施形態では、プロセッサ１１０は、ベンチが遮るであろうディスプレイ信号の一部の輝度
、色相、彩度、コントラスト、又は鮮明さを調節するように、ディスプレイ信号を変換し
てもよい。例えば、プロセッサは、ベンチのボルト及びポストに表示される信号の一部を
変換してもよい。よって、プロジェクタが画像を出力するときに、ボルト及びポストは、
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著しく花を歪ませなくてもよい。
【００５２】
　ディスプレイが反射面を備える実施形態では、反射面は、表面の他の部分よりも多く又
は少なく反射する表面特徴をさらに備えてもよい。例えば、一実施形態では、反射面は、
歩道上のベンチであってもよい。ベンチは、大いに反射するボルト、及びあまり反射しな
いポストを備えてもよい。このような実施形態では、プロセッサ１１０は、ディスプレイ
信号の輝度がボルトの場所に対応する領域において低減されるべきであると決定してもよ
い。プロセッサは、ディスプレイ信号の輝度がポストの場所に対応する領域において増加
されるべきであるとさらに決定してもよい。他の実施形態では、プロセッサは、表面特徴
の場所に対応するディスプレイ信号の一部のコントラスト、色相、又は鮮明さを増加させ
又は低減させることをさらに決定してもよい。他の実施形態では、ディスプレイ表面上の
表面特徴は、表示された画像をさらに歪ませる特性を有してもよい。例えば、表面が湾曲
され、又は影で覆われてもよい。このような実施形態では、プロセッサ１１０は、歪みを
補償するようにディスプレイ信号への変更を決定してもよい。例えば、プロセッサ１１０
は、コントラスト、色相、鮮明さ、輝度、解像度、画像ワーピング、彩度又は他の信号特
性を増加又は低減させてもよい。他の実施形態では、プロセッサ１１０は、画像自体を引
き伸ばし、圧縮し、又は変更してもよい。
【００５３】
　幾つかの実施形態では、表面特徴は、ディスプレイの表面を横切って動いてもよい。　
このような実施形態では、プロセッサ１１０は、ディスプレイの動く部分を補償するよう
に構成されてもよい。別の実施形態では、プロセッサは、ディスプレイ１１６上に表面特
徴を生成するように構成される触覚基板に信号を送信してもよい。このような実施形態で
は、信号は、表面特徴がディスプレイ１１６の表面を横切って動くことを引き起こすよう
に構成されてもよい。このような実施形態では、プロセッサは、表面特徴の動きを補償す
るように映像信号の特性を変更するように構成されてもよい。
【００５４】
　最後に、プロセッサ１１０は、ディスプレイ信号が表示されるようにする（５０８）。
幾つかの実施形態では、プロセッサ１１０は、変換されたディスプレイ信号をディスプレ
イに送信してもよい。幾つかの実施形態では、ディスプレイは、ＬＣＤディスプレイ又は
ＣＲＴディスプレイを含んでもよい。他の実施形態では、ディスプレイは反射面を備えて
もよく、プロセッサは、反射面にディスプレイ信号を投影するプロジェクタにディスプレ
イ信号を出力してもよい。このような実施形態では、反射面は、例えば、床、壁、スポー
ツ場、ベンチ、又は人物を含んでもよい。
【００５５】
（ディスプレイの表面特長によって引き起こされる歪みを補償する例示的なシステム）
　図６ａ及び６ｂは、本発明の一例示によるディスプレイの表面特徴によって引き起こさ
れる視覚的な歪みを補償するシステムの例示である。図６ａ及び６ｂに示される実施形態
は、携帯装置６００を備える。携帯装置６００は、ディスプレイ１１６を備える。ディス
プレイ１１６は、田舎道６２０の画像をさらに備える。ディスプレイ１１６の表面は、表
面特徴１１７をさらに備える。図６ａ及び６ｂに示される実施形態では、表面特徴１１７
は、ディスプレイ１１６の表面にグリッド模様を形成する。一実施形態では、ディスプレ
イ１１６の表面に切り込まれる溝が表面特徴１１７を形成してもよい。他の実施形態では
、ユーザは、ディスプレイ１１６の表面上に表面特徴１１７を備えるスキンを配置しても
よい。このような実施形態では、ユーザは、スキンを取り外して、それを異なる表面特徴
を備える新しいスキンと取り替えてもよい。さらに他の実施形態では、表面特徴は、プロ
セッサ１１０から信号を受信し、それに応じてディスプレイ１１６に動的表面特徴を生成
するように構成される触覚基板によって形成される動的表面特徴であってもよい。
【００５６】
　図６ａに示される実施形態では、携帯装置６００は、ディスプレイの表面特徴によって
引き起こされる歪みを補償するシステム及び方法を起動していない。よって、映像信号は
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、表面特徴１１７によって引き起こされる歪みを補償するための任意の変換なしで出力さ
れる。図４ａに示されるように、表面特徴１１７は、ディスプレイ１１６によって表示さ
れる画像４２０を歪ませる。
【００５７】
　図６ａに示される実施形態は、ディスプレイの表面特徴によって引き起こされる歪みを
補償するシステムを利用する。図６ｂに示される実施形態では、プロセッサ１１０は、グ
ラフィックデータを備えるディスプレイ信号を受信している。幾つかの実施形態では、グ
ラフィックデータは、複数の画素に関係付けられるデータを含んでもよい。図６ａ及び６
ｂに示される実施形態では、複数の画素が画像６２０を形成する。さらに、プロセッサ１
１０は、ディスプレイ１１６上の表面特徴１１７の場所を決定している。そして、表面特
徴１１７の場所の決定の少なくとも一部に基づいて、プロセッサ１１０は、ディスプレイ
信号の画素を変換している。例えば、図示の実施形態では、プロセッサ６ｂが、表面特徴
１１７に対応するディスプレイ１１６の領域に配置される画素の輝度、コントラスト、色
相、コントラスト、解像度、又は鮮明さを調節したのであってもよい。他の実施形態では
、プロセッサ１１０は、画像自体を引き伸ばし、圧縮し、又は変更してもよい。次に、プ
ロセッサ１１０は、変換されたディスプレイ信号が表示されるようにしている。図６ｂに
示されるように、表面特徴１１７は、それでもディスプレイ１１６に多少のひずみを引き
起こしている。しかし、変換がこの歪みを低減したことで、ディスプレイ１１６がより明
瞭に画像６２０を表示することが可能になる。
【００５８】
（ディスプレイの表面特長によって引き起こされる歪みを補償する利点）
　ディスプレイの表面特徴によって引き起こされる歪みを補償するシステム及び方法の実
施形態は、現在のシステムに対して様々な利点をもたらす。何らかの形態の表面特徴を有
するディスプレイは、装置をより直感的で、利用しやすく、且つ／又は使用に適したもの
にする触覚フィードバックをユーザに提供してもよい。しかし、表面特徴は、ディスプレ
イ上の画像を歪ませ得る。装置がこの歪みを補償すれば、画像は、ユーザにとってより明
瞭に見えるであろう。よって、ユーザは、平坦なディスプレイ表面上に見られる視覚の明
瞭性を失わずに、表面特徴の利点を享受するであろう。これによって、ユーザの満足及び
より広範な装置の使用がもたらされるであろう。
【００５９】
　本発明の実施形態は、デジタル電子回路に、又はコンピュータハードウェア、ファーム
ウェア、ソフトウェア若しくはそれらの組み合わせに実装され得る。一実施形態では、コ
ンピュータは、１つ又は複数のプロセッサを備えてもよい。プロセッサは、例えばプロセ
ッサに結合されるＲＡＭ（ｒａｎｄｏｍ　ａｃｃｅｓｓ　ｍｅｍｏｒｙ）等のコンピュー
タ可読媒体を備える。プロセッサは、メモリ１１２に記憶されるコンピュータ実行可能プ
ログラム命令を実行する。例えば、メッセージング用の１つ以上のコンピュータプログラ
ムを実行する。このようなプロセッサは、マイクロプロセッサ、ＤＳＰ（ｄｉｇｉｔａｌ
　ｓｉｇｎａｌ　ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ）、ＡＳＩＣ（ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ－ｓｐｅｃ
ｉｆｉｃ　ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　ｃｉｒｃｕｉｔ）、ＦＰＧＡ（ｆｉｅｌｄ　ｐｒｏｇ
ｒａｍｍａｂｌｅ　ｇａｔｅ　ａｒｒａｙ）、及び状態マシンを備えてもよい。このよう
なプロセッサは、例えば、ＰＬＣ、ＰＩＣ（ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ｉｎｔｅｒｒｕ
ｐｔ　ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ）、ＰＬＤ（ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ｌｏｇｉｃ　ｄｅ
ｖｉｃｅ）、ＰＲＯＭ（ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ｒｅａｄ－ｏｎｌｙ　ｍｅｍｏｒｙ
）、ＥＰＲＯＭ又はＥＥＰＲＯＭ（ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃａｌｌｙ　ｐｒｏｇｒａｍｍａ
ｂｌｅ　ｒｅａｄ－ｏｎｌｙ　ｍｅｍｏｒｙ）、又は他の類似の装置等のプログラム可能
電子装置をさらに備えてもよい。
【００６０】
　このようなプロセッサは、プロセッサによって実行されると、プロセッサによって遂行
され又は支援される本明細書に記載のステップをプロセッサに実行させることが可能な命
令を記憶し得る媒体、例えばコンピュータ可読媒体を備え、又はそれと通信してもよい。
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コンピュータ可読媒体の実施形態は、限定されないが、電子、光学、磁気、若しくは他の
記憶装置又は例えばウェブサーバのプロセッサ等のプロセッサにコンピュータ可読命令を
提供可能な送信装置を備えてもよい。他の例示の媒体は、限定されないが、フロッピー（
登録商標）ディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、磁気ディスク、メモリチップ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、Ａ
ＳＩＣ、構成プロセッサ、全ての光学媒体、全ての磁気テープ若しくは磁気媒体、又はコ
ンピュータプロセッサが読取り可能な任意の他の媒体を含む。また、様々な他の装置は、
例えばルータ、プライベート若しくはパブリックネットワーク、又は他の送信装置等のコ
ンピュータ可読媒体を含んでもよい。プロセッサ及び記載された処理は、１つ以上の構造
であってもよく、１つ以上の構造に分散されてもよい。プロセッサは、本明細書に記載の
１つ以上の方法（又は方法の一部）を実行するためのコードを備えてもよい。
【００６１】
（総則）
　本発明の好ましい実施形態を含む上述の実施形態は、例示及び説明のみを目的として提
示されており、網羅的であること又は本発明を開示の厳密な形態に限定することを意図し
たものではない。当業者には、多くの変更及びその適応が本発明の精神及び範囲から逸脱
することなく明らかであろう。

【図１】 【図３ａ】

【図３ｂ】
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